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宮山ふるさとふれあい公園内防犯カメラリース仕様書 

 

  １ 委託業務名 

   宮山ふるさとふれあい公園内防犯カメラリース 

   

  ２ 委託場所 

   茨城県筑西市宮山５０４番地 

 

 ３ 設置期間 

   令和７年６月３０日までに設置を完了させ、利用できるようにすること。また、 

  契約満了後には、設置した機器等を撤去すること。 

 

 ４ 契約期間 

   契約期間：契約締結日の翌日から令和１２年６月３０日まで 

   リース期間：令和７年 7月 1日から令和１２年６月３０日まで 

  

 ５ 仕様 

    別紙「機器仕様書」に記載する機器等について、取扱いがない場合には、発注

者が同等品以上であると認めた場合に限り変更を許可する。その場合には、別紙

「仕様確認書」を開札日の前日（土日祝日を除く）正午までに、商工観光課に提

出し、承認を受けること。また、承認を受けた仕様確認書については、同日１７

時までに契約検査課に提出すること。 

 

 ６ 委託業務 

 （１）各機器をつなぐ配線ルートを調査・確認し、既存の配線（LAN ケーブル）を使

用すること。 

 （２）バーベキュー場の新設 1台はＨＵＢを設置し分岐してから設置場所まで新規配

線すること。 

 （３）新規配線にあたって、屋外露出部分についてはＰＦ管等により保護すること。 

 （４）新設する３ヶ所については、担当者と十分協議をしたうえで、設置すること。 

 

７ 施設の安全 

（１）受注者は物品の設置・撤去に関して、保安及び安全対策関係法令に基づき、バ

リケード棟の防護施設の設置を完全に実施すること。 

（２）業務着手前に受注者の責任において物品の設置撤去に関して発注者に対し、十

分説明をおこない理解を得た上で当該業務を実施するものとし、施行中において
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も宮山ふるさとふれあい公園利用者及び第三者に対し危害を与えぬよう細心の

注意を払うこと。 

（３）受注者は、既設構造物に損害を与えたときは、受注者の責任で復旧すること。 

 

８ 費用 

  機器の設置・撤去に関する費用は受注者が負担すること。 

 

９ その他 

（１）市の責によらないで生じた性能の欠陥のために物品が正常に作動しない場合には、

受注者は市の指定した日時までに物品を迅速に修理、または代替品を納入するもの

とする。また、これらの費用はすべて受注者の負担とする。 

（２）受注者の責に帰すべき理由により、物品が滅失及び損傷したときは、市は受注者

に対して損害賠償を請求することができる。 

（３）受注者は、搬出等作業の実施中に市又は第三者に害を及ぼした場合、その責を負

うものとする。ただし、市又は第三者に責がある場合は除く。 

（４）受注者は搬出入作業実施にあたり他の作業等に支障を生じさせた場合、その責を

負うものとする。ただし、市又は第三者に責がある場合を除く。 

（５）本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度発注者と協議する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


